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統計表について                        
 

 

１ この統計資料は、令和６年（2024 年）および令和７年（2025 年）の賃金構造基本統計調

査等の統計資料を基に作成したものである。 

 

２ 統計表の出所については、脚注に掲げている。 

 

３ 統計表で規模と表示したものは、特に説明がない限り、事業所規模を示している。 

 

４ 賃金構造基本統計調査について 

主要産業に雇用される労働者の、毎年６月末現在の賃金の実態（職種、性、年齢、学歴、

勤続年数、経験年数別等）を明らかにすることを目的とした調査である。 

なお、賃金構造基本統計調査における主な用語は以下のとおり。 
 
○常用労働者 
   次のうちいずれかに該当する労働者をいう。 
   ① 期間を定めずに雇われている労働者 
   ② １か月以上の期間を定めて雇われている労働者 
 
   一般労働者 
    常用労働者のうち、短時間労働者以外の労働者をいう。 
 
   短時間労働者 
    常用労働者のうち、１日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い又は１日の所定労

働時間が一般の労働者と同じでも１週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない労

働者をいう。 
 
※ 賃金構造基本統計調査の各統計表は、特に説明がない限り、常用労働者のうち一般労

働者（短時間労働者を除いたもの）について集計したものである。 
 
 ○所定内実労働時間数 

総実労働時間数から超過実労働時間数を差し引いた時間数をいう。したがって、事業所

の就業規則などで定められた所定労働日の所定労働時間内（始業時刻～終業時刻）に実際

に労働した１か月の総時間数を示す。 
 
 
 



 ○超過実労働時間数 
事業所の就業規則等で定められた所定労働日の所定労働時間（始業時刻～終業時刻）以

外及び所定休日に実際に労働した時間の１か月の総時間数をいう。 
 
 ○きまって支給する現金給与額 
   労働契約、労働協約あるいは事業所の就業規則などによってあらかじめ定められている

支給条件、算定方法によって６月分として支給された現金給与額をいう。手取り額でなく、

所得税、社会保険料などを控除する前の額である。 
 
 ○所定内給与額 

きまって支給する現金給与額のうち、超過労働給与額（時間外勤務手当、深夜勤務手当、

休日出勤手当、宿日直手当、交替手当）を差し引いた額をいう。 
 
 ○１時間当たり所定内給与額 

労働者ごとに所定内給与額を所定内実労働時間数で除したもの。円未満の端数は四捨五

入している。 
 
 ○年間賞与その他特別給与額 
   調査対象年の前年１年間（原則として１月から 12 月までの１年間）における賞与、期

末手当等特別給与額をいう。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

本統計表に関するお問い合わせ先 

厚生労働省長崎労働局労働基準部賃金室 ℡ 095-801-0033 

 

賃金構造基本統計調査結果、その他各種調査結果は下記より確認できます。 

政府統計の総合窓口（e-Stat） https://www.e-stat.go.jp/ 

 

 

 

https://www.e-stat.go.jp/
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１　賃金構造基本統計調査結果 （令和６年）からみた賃金の状況等

○ 長崎県と全国平均との比較

令和５年 令和６年 令和５年 令和６年 令和５年 令和６年 令和５年 令和６年 令和５年 令和６年

男女計 166 160 ―　 ―　 346.7 359.6 ―　 ―　 ―　 ―　

男性 168 162 ―　 ―　 385.4 398.6 ―　 ―　 ―　 ―　

女性 163 158 ―　 ―　 280.7 293.9 ―　 ―　 ―　 ―　

男女計 168 162 1 14 278.8 298.5 42 37 80.4 83.0

男性 170 164 1 9 312.9 335.9 41 36 81.2 84.3

女性 165 160 3 15 242.0 254.8 39 33 86.2 86.7

　長崎県の所定内実労働時間数（男女）は１６２時間で前年から６時間減少しており、全国平均の男
女計も１６０時間で前年から６時間減少している。長崎県と全国との差は２時間で前年と同じになっ
ている。
　長崎県の「きまって支給する現金給与額」は、男女性とも前年より増額となっており、全国平均額
も同じく男女とも増額となっている。
　長崎県の「きまって支給する現金給与額」の男女計は、全国平均を１００とした場合、８３．０
で、前年の８０．４に比べ全国との差は２．６ポイントに縮まっている。

全
国
平
均

長
崎
県

資料出所 : 厚生労働省　賃金構造基本統計調査報告

所定内実労働
時間数（時間）

きまって支給する
現金給与額（千円）

きまって支給する
現金給与額の順位

（高い順）

きまって支給する
現金給与額全国平均を
100とした場合の比率

所定内実労働時間数
の順位（長い順）

（１）長崎県のきまって支給する現金給与額等の推移（産業計）（所定内実労働時間数（男女計）含む）

313.5 

297.4 

300.2 

303.2 

302.5 

302.1 

313.9 

313.9 

314.9 

313.1 

315.8 

306.8 

322.3 

325.2 

312.9 

335.9 214.0 

209.9 

200.5 

215.6 

215.3 

212.2 

222.6 

229.6 

226.6 

228.6 

225.4 

234.7 

234.7 

238.3 

242.0 

254.8 

170.0 168.0 169.0 168.0 165.0 166.0 167.0 167.0 168.0 166.0 162.0 166.0 166.0 167.0 168.0 
162.0 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

平

成
21
年

平

成
22
年

平

成
23
年

平

成
24
年

平

成
25
年

平

成
26
年

平

成
27
年

平

成
28
年

平

成
29
年

平

成
30
年

令

和

元

年

令

和

２

年

令

和

３

年

令

和

４

年

令

和

５

年

令

和

６

年

（時間）（千円）
男性 女性 所定内実労働時間数（男女計）

1



 （２）長崎県のきまって支給する現金給与額等の推移（産業計）

年齢 勤続年数
所定内
実労働
時間数

超過
実労働
時間数

きまって
支給する
現金給与額

所定内給与額
年間賞与
その他

特別給与額

歳 年 時 時 千円 千円 千円

平成 19 年 42.6 13.2 171 16 309.8 281.6 750.7

平成 20 年 43.1 13.7 167 15 318.5 288.6 821.5

平成 21 年 43.1 13.2 171 14 313.5 287.7 782.3

平成 22 年 43.0 12.7 170 16 297.4 269.4 706.9

平成 23 年 43.2 12.8 171 16 300.2 272.0 751.9

平成 24 年 44.0 12.7 169 17 303.2 273.2 705.7

平成 25 年 43.6 12.2 167 17 302.5 271.8 626.8

平成 26 年 43.5 12.4 167 15 302.1 276.4 668.4

平成 27 年 43.3 12.5 168 18 313.9 282.9 693.9

平成 28 年 43.5 12.6 169 16 313.9 284.6 741.1

平成 29 年 44.0 12.9 169 18 314.9 281.5 845.0

平成 30 年 44.7 12.9 168 17 313.1 281.8 791.4

令和 元 年 44.3 13.0 163 16 315.8 282.3 839.0

令和 2 年 44.8 13.1 168 14 306.8 280.8 756.7

令和 3 年 45.3 14.1 168 13 322.3 293.4 764.9

令和 4 年 46.0 13.6 168 15 325.2 294.5 798.5

令和 5 年 45.4 12.9 170 14 312.9 284.4 781.5

令和 6 年 46.1 13.9 164 11 335.9 308.9 819.5

 女性労働者

平成 19 年 41.5 9.7 166 8 208.7 193.3 479.0

平成 20 年 41.0 9.3 165 6 208.4 195.1 487.7

平成 21 年 40.0 9.2 168 7 214.0 200.9 429.3

平成 22 年 40.5 9.5 166 6 209.9 196.3 473.4

平成 23 年 42.0 9.3 167 6 200.5 190.9 409.6

平成 24 年 41.7 10.1 166 6 215.6 202.2 501.8

平成 25 年 41.5 9.1 163 8 215.3 199.0 437.9

平成 26 年 43.1 10.4 164 6 212.2 198.5 474.7

平成 27 年 42.2 9.8 166 9 222.6 206.0 483.6

平成 28 年 42.6 10.4 165 7 229.6 216.7 525.9

平成 29 年 41.8 9.7 167 8 226.6 212.6 489.7

平成 30 年 42.8 10.7 164 8 228.6 212.8 540.1

令和 元 年 43.5 10.3 161 6 225.4 210.5 509.4

令和 2 年 43.7 10.7 164 6 234.7 222.7 524.4

令和 3 年 44.3 10.8 163 6 234.7 222.5 546.1

令和 4 年 44.2 10.9 165 5 238.3 226.0 491.8

令和 5 年 43.7 10.5 165 5 242.0 228.1 558.1

令和 6 年 45.3 11.5 160 5 254.8 242.7 592.8

資料出所： 厚生労働省　賃金構造基本統計調査報告

性・年

 男性労働者
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（３）長崎県の産業・規模別きまって支給する現金給与額

〇1000人以上（産業・規模別きまって支給する現金給与額）を100とした場合の比率

注：日本標準産業分類「大分類　Ｒ－サービス業（他に分類されないもの）」

74.3 49.9 89.5 74.8

66.1 65.1

93.1 70.9 109.4

81.2

卸売業,小売業

　　　Ｒ８８廃棄物処理業、Ｒ８９自動車整備業、Ｒ９０機械等修理業（別掲を除く）、
　　　Ｒ９１職業紹介・労働者派遣業、Ｒ９２その他の事業サービス業、Ｒ９３政治・経済・文化団体、
　　　Ｒ９４宗教、Ｒ９５その他のサービス業、Ｒ９６外国公務

106.8サービス業
（他に分類されないもの）

81.7 77.7

87.7 80.9 104.6 97.1

83.8 76.2

資料出所 : 厚生労働省　賃金構造基本統計調査報告
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宿泊業,飲食サービス業 89.4 82.8 98.4 87.7

医療,福祉

　長崎県の全産業における企業規模別の「きまって支給する現金給与額」については、「１０００人
以上」を１００として全産業で比較すると、男性は、「１００～９９９人」では８１．２、「１０～
９９人」では６８．１となっている。これに対して女性は、それぞれ９１．２、７９．２となってお
り、規模間の格差は前年と同じく男性のほうが大きくなっている。

84.1

100～999人 10～99人

79.2

製造業

運輸業,郵便業

68.1全産業 91.2

女性

建設業

100～999人
423.2

287.3

425.2

277.6

391.9 312.5

332.9 234.2

372.3

235.9

343.0 230.9

535.3

313.5

295.2 206.4

343.5 262.1

339.0 226.9

328.5 206.5

291.9

245.0

346.6 258.1

306.8 227.1

397.9 280.6

289.8 209.3

288.2 227.6

291.5 215.8

298.5 203.4

269.4

227.3

264.0 198.5

284.1 202.6

267.0

234.6

280.5 220.4

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

全産業 建設業 製造業 運輸業,
郵便業

卸売業,
小売業

宿泊業,
飲食サービス業

医療,福祉 サービス業

（他に分類

されないもの）

（千円）

男性1000人以上 男性100～999人 男性10～99人
女性1000人以上 女性100～999人 女性10～99人

注

3



（４）九州・沖縄各県の男女別のきまって支給する現金給与額（産業計・企業規模計10人以上）

（５）九州・沖縄各県の産業別の所定内給与額（男女計・企業規模計10人以上）

　長崎県における男女別の「きまって支給する現金給与額」を九州・沖縄８県で比較すると、男性は
７位から４位へ、女性は５位から２位へといずれも前年を上回っている。

資料出所 : 厚生労働省　賃金構造基本統計調査報告

　九州・沖縄各県の産業別所定内給与額を全国平均と比較すると、福岡県の「建設業」を除いて他は
全国平均を下回っている。
　長崎県と全国平均との差が最も小さいのは、「医療、福祉」となっている。

資料出所 : 厚生労働省　賃金構造基本統計調査報告
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（６）長崎県の年齢・産業別きまって支給する現金給与額（企業規模計10人以上）

　○ 男 性

　○ 女 性

　男性の「きまって支給する現金給与額」を年齢別に比較すると、「医療，福祉」においては、
「５０～５４歳、６０～６４歳、７０歳～」の３階層が突出して高く、また、同業種の「５５～５９
歳、６５～６９歳」の各年齢層でも他業種と比較すると高い傾向を示している。他は概ね「４５～５
９歳」前後の階層を中心とした山型を形成している。

資料出所 : 厚生労働省　賃金構造基本統計調査報告

　女性の年齢別「きまって支給する現金給与額」は、「建設業」の「３０～３４歳、６５～６９歳」
の階層が突出して高い給与額を示しているが、これは、当該業種（同階層）に従事する女性の統計
データ数が非常に少ないことによるものと思われる。
　グラフは男性と同様にすべての業種で概ね山型を形成しているものの、その山型の中心年齢階層は
業種によって相違している。
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（７）九州・沖縄各県の短時間労働者の時間当たりの所定内給与額及び平均年齢

（企業規模５～９人）

　○ 男 性　

　○ 女 性

資料出所 : 厚生労働省　賃金構造基本統計調査報告
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（８）九州・沖縄各県の短時間労働者の時間当たりの所定内給与額及び平均年齢

（企業規模計10人以上）

　○ 男 性　

　○ 女 性

資料出所 : 厚生労働省　賃金構造基本統計調査報告
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（９）九州・沖縄各県の性別、学歴別新規学卒者所定内給与額（企業規模計10人以上・産業計）

　男女とも令和２年より賃金構造基本統計調査項目に、新たに「専門学校」が追加されている。

資料出所 : 厚生労働省　賃金構造基本統計調査報告

　○ 男 性

　○ 女 性

　長崎県における男性の学歴別新規学卒者所定内給与額を九州・沖縄８県で比較すると、高卒が
７位、専門学校卒が３位、高専・短大卒が８位、大学卒が１位となっている。

　長崎県における女性の学歴別新規学卒者所定内給与額を九州・沖縄８県で比較すると、高卒が
３位、専門学校卒が１位、高専・短大卒が６位、大学卒が４位となっている。
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（10）長崎県の性別、学歴別新規学卒者所定内給与額（企業規模計10人以上）の推移

資料出所 : 厚生労働省　賃金構造基本統計調査報告
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（11）九州・沖縄各県の年間賞与その他特別給与額（企業規模計10人以上）

資料出所 : 厚生労働省　賃金構造基本統計調査報告

（12）長崎県の産業別年間賞与その他特別給与額（企業規模計10人以上）

資料出所 : 厚生労働省　賃金構造基本統計調査報告
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２  賃上げ状況等

（１） 全国の民間主要企業春季賃上げ妥結状況　＜加重平均＞

主要企業 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

 妥結額（円） 6,286 5,854 6,898 11,245 17,415 18,629

 賃上げ率（％） 2.00 1.86 2.20 3.60 5.33 5.52

資料出所 : 令和６年８月２日厚生労働省労使関係担当参事官室記者発表
　　　

（２）令和７年全国主要企業の状況（産業別）＜加重平均＞

資料出所 : 令和６年８月２日厚生労働省労使関係担当参事官室記者発表

　集計対象企業は、資本金１０億円以上かつ従業員１，０００人以上の労働組合のある企業の
うち、妥結額（定期昇給込みの賃上げ額）などを把握できた３９０社である。
（数値は、各企業の組合員数による加重平均。）
　妥結額は、原則として定期昇給込みの賃上げ額を用いたが、一部に年齢ポイント（３０歳、
３５歳など）での妥結額を含んでいる。
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３　地域別最低賃金

 （１）令和７年度地域別最低賃金の決定状況
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C       長崎 38
C       秋田 38
C       岩手 38
C       山形 37
C       熊本 33
C       大分 32
B       福島 34
B       愛媛 34
B       島根 34
B       香川 31
B       宮城 30
B       山口 29
B 和歌山 28
B       徳島 27
B       岡山 26
B       新潟 25
B       奈良 24
B       山梨 23
B       福井 22
B       石川 21
B       福岡 20
B       長野 19
B       富山 18
B       群馬 17
B       岐阜 16
B       栃木 15
B       茨城 14
B 北海道 13
B       滋賀 12
B       広島 11
B       三重 10
B       静岡 9
B       兵庫 8
B       京都 7
A       千葉 5
A       愛知 5
A       埼玉 4
A       大阪 3
A     神奈川 2
A       東京 1

（円）

令和６年 引上額 令和７年ランク 都道府県名 順位

C 長崎 38

12



 （２）長崎県最低賃金の推移

日額(円) 時間額(円) 日額(円) 時間額(円) 日額(％) 時間額(％)

平成12年度 4,797 600 39 5 0.82 0.84 平成12年10月 1日

平成13年度 4,832 604 35 4 0.73 0.67 平成13年10月 1日

平成14年度 ―　 605 ―　 1 ―　 0.17 平成14年10月 6日

平成15年度 ―　 605 ―　 ―　 ―　 ―　 平成14年10月 6日

平成16年度 ―　 606 ―　 1 ―　 0.17 平成16年10月 1日

平成17年度 ―　 608 ―　 2 ―　 0.33 平成17年10月 1日

平成18年度 ―　 611 ―　 3 ―　 0.49 平成18年10月 1日

平成19年度 ―　 619 ―　 8 ―　 1.31 平成19年10月21日

平成20年度 ―　 628 ―　 9 ―　 1.45 平成20年10月30日

平成21年度 ―　 629 ―　 1 ―　 0.16 平成21年10月10日

平成22年度 ―　 642 ―　 13 ―　 2.07 平成22年11月 4日

平成23年度 ―　 646 ―　 4 ―　 0.62 平成23年10月12日

平成24年度 ―　 653 ―　 7 ―　 1.08 平成24年10月24日

平成25年度 ―　 664 ―　 11 ―　 1.68 平成25年10月20日

平成26年度 ―　 677 ―　 13 ―　 1.96 平成26年10月 1日

平成27年度 ―　 694 ―　 17 ―　 2.51 平成27年10月 7日

平成28年度 ―　 715 ―　 21 ―　 3.03 平成28年10月 6日

平成29年度 ―　 737 ―　 22 ―　 3.08 平成29年10月 6日

平成30年度 ―　 762 ―　 25 ―　 3.39 平成30年10月 6日

令和元年度 ―　 790 ―　 28 ―　 3.67 令和元年10月 3日

令和２年度 ―　 793 ―　 3 ―　 0.38 令和 2年10月 3日

令和３年度 ―　 821 ―　 28 ―　 3.53 令和 3年10月 2日

令和４年度 ―　 853 ―　 32 ―　 3.90 令和 4年10月 8日

令和５年度 ―　 898 ―　 45 ―　 5.28 令和 5年10月13日

令和６年度 ―　 953 ―　 55 ―　 6.12 令和 6年10月12日

令和７年度 ―　 1,031 ―　 78 ―　 8.18 令和 7年12月 1日

最低賃金額 引上げ額 引上げ率
効力発生の日
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４　特定最低賃金

 （１）令和７年度特定最低賃金の決定状況（業種別）

○　はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業等最低賃金

○　輸送用機械器具製造業（船舶関係）最低賃金

　※福島、東京、神奈川、京都、広島、長崎は令和７年度の改定は行われなかったため、地域別最低賃金が適用される。

(注) Ａランク Ｂランク Ｃランク

　※千葉、東京、神奈川、富山、愛知、三重、京都、奈良、広島、佐賀、長崎は
　令和７年度の改定は行われなかったため、地域別最低賃金が適用される。

875 

1,012 

1,055 

1,040 

1,043 

1,055 

1,049 

1,060 

1,056 

1,073 

1,068 

1,070 

1,087 

1,092 

1,127 

58

15

50

62

50

65

54

64

60

66

64

63

66

70

1,070
1,070

1,090
1,105
1,105

1,114
1,114
1,120

1,133
1,134
1,134

1,150
1,158

1,197

700 750 800 850 900 950 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 1,250 1,300

C 長崎

C 山形

B 栃木

B 石川

B 長野

B 茨城

B 愛媛

B 滋賀

B 群馬

B 静岡

B 島根

B 徳島

B 兵庫

B 香川

A 大阪

（円）

ランク 都道府県 令和６年 引上額 令和７年

C 長崎

875 

997 

1,019 

1,040 

1,043 

1,047 

1,056 

1,070 

1,073 

1,088 

1,093 

1,094 

1,126 

1,102 

58

55

65

62

64

64

66

60

53

66

65

62

63

1,055
1,074

1,105
1,105
1,111

1,120
1,136
1,133

1,141
1,159
1,159

1,188
1,165

700 750 800 850 900 950 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 1,250 1,300

C 長崎

C 大分

C 熊本

B北海道

B 長野

B 三重

B 群馬

B 愛媛

B 静岡

B 山口

B 香川

B 岡山

B 兵庫

A 埼玉

（円）

ランク 都道府県 令和６年 引上額 令和７年

C 長崎

※令和５年10月13日より地域別最低賃金適用

※令和５年10月13日より地域別最低賃金適用
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○　電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業等最低賃金

(注) Ａランク Ｂランク Ｃランク

　※福島、東京、神奈川、新潟、富山、福井、岐阜、静岡、愛知、三重、鳥取、山口、高知、佐賀、長崎、宮崎、鹿児島は
　令和７年度の改定は行われなかったため、地域別最低賃金が適用される。

864 

975 

968 

996 

996 

996 

987 

1,008 

1,012 

1,025 

1,030 

1,047 

1,038 

1,050 

1,056 

1,038 

1,045 

1,052 

1,049 

1,053 

1,056 

1,074 

1,071 

1,105 

1,105 

1,127 

64

77

59

67

70

71

56

65

65

60

53

67

55

49

69

65

63

67

64

64

62

66

63

64

70

1,039

1,045

1,055

1,063

1,066

1,058

1,064

1,077

1,090

1,090

1,100

1,105

1,105

1,105

1,107

1,110

1,115

1,116

1,117

1,120

1,136

1,137

1,168

1,169

1,197

700 750 800 850 900 950 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 1,250 1,300

C 長崎

C 岩手

C 青森

C 山形

C 熊本

C 大分

B 島根

B 石川

B 宮城

B 岡山

B 香川

B 山梨

B 徳島

B 滋賀

B 栃木

B 愛媛

B 広島

B 茨城

B北海道

B 兵庫

B 群馬

B 京都

B 福岡

A 埼玉

A 千葉

A 大阪

（円）

ランク 都道府県 令和６年 引上額 令和７年

C 長崎 ※令和５年10月13日より地域別最低賃金適用
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①はん用機械器具、生産用機械器具製造業最低賃金

日額(円） 時間額(円） 日額(円) 時間額(円) 日額(％) 時間額(％)

5,533 692 135 17 2.50 2.52

5,646 706 113 14 2.04 2.02

5,702 713 56 7 0.99 0.99

5,754 720 52 7 0.91 0.98

5,794 725 40 5 0.70 0.69

5,802 725 8 0 0.14 0.00

－ 726 － 1 － 0.14

－ 727 － 1 － 0.14

－ 730 － 3 － 0.41

－ 735 － 5 － 0.68

－ 746 － 11 － 1.50

－ 757 － 11 － 1.47

－ 760 － 3 － 0.40

－ 768 － 8 － 1.05

－ 773 － 5 － 0.65

－ 779 － 6 － 0.78

－ 788 － 9 － 1.16

－ 800 － 12 － 1.52

－ 813 － 13 － 1.63

－ 829 － 16 － 1.97

－ 846 － 17 － 2.05

－ 861 － 15 － 1.77

－ 875 － 14 － 1.63

※令和２年度以降の改定はありませんでした。

②電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金

日額(円） 時間額(円） 日額(円) 時間額(円) 日額（％） 時間額（％）

5,080 635 123 15 2.48 2.42

5,179 648 99 13 1.95 2.05

5,230 654 51 6 0.98 0.93

5,277 660 47 6 0.90 0.92

5,316 665 39 5 0.74 0.76

5,324 665 8 0 0.15 0.00

－ 666 － 1 － 0.15

－ 668 － 2 － 0.30

－ 671 － 3 － 0.45

－ 676 － 5 － 0.75

－ 685 － 9 － 1.33

－ 695 － 10 － 1.46

－ 698 － 3 － 0.43

－ 706 － 8 － 1.15

－ 711 － 5 － 0.71

－ 717 － 6 － 0.84

－ 726 － 9 － 1.26

－ 734 － 8 － 1.10

－ 748 － 14 － 1.91

－ 765 － 17 － 2.27

－ 785 － 20 － 2.61

－ 808 － 23 － 2.93

－ 833 － 48 － 5.94

－ 837 － 4 － 0.48

－ 864 － 27 － 3.23

※令和４年度以降の改定はありませんでした。

平成９年度 平成 9年12月18日

平成10年度 平成10年12月31日

平成11年度 平成11年12月17日

（２）長崎県特定最低賃金の推移

年    度
最低賃金額 引　上　げ　額 引　上　げ　率

効力発生の日

平成15年度 平成15年12月25日

平成16年度 平成16年12月24日

平成17年度 平成17年12月25日

平成12年度 平成12年12月28日

平成13年度 平成13年12月28日

平成14年度 平成14年12月29日

平成21年度 平成22年１月 3日

平成22年度 平成23年１月 7日

平成23年度 平成24年１月 6日

平成18年度 平成18年12月22日

平成19年度 平成19年12月29日

平成20年度 平成21年１月 3日

平成27年度 平成27年12月25日

平成28年度 平成29年 1月 1日

平成29年度 平成29年12月14日

平成24年度 平成25年１月 2日

平成25年度 平成26年１月 4日

平成26年度 平成26年12月13日

平成９年度 平成 9年12月26日

平成10年度 平成10年12月16日

平成11年度 平成11年12月16日

平成30年度 平成30年12月12日

令和元年度 令和元年12月 7日

年    度
最低賃金額 引　上　げ　額 引　上　げ　率

効力発生の日

平成15年度 平成15年12月17日

平成16年度 平成16年12月25日

平成17年度 平成17年12月25日

平成12年度 平成12年12月13日

平成13年度 平成13年12月26日

平成14年度 平成14年12月29日

平成21年度 平成21年12月31日

平成22年度 平成23年 1月 7日

平成23年度 平成24年 1月 6日

平成18年度 平成18年12月22日

平成19年度 平成20年 1月 5日

平成20年度 平成21年 1月 1日

平成27年度 平成28年 1月 9日

平成28年度 平成28年12月30日

平成29年度 平成29年12月29日

平成24年度 平成25年 1月19日

平成25年度 平成26年 1月16日

平成26年度 平成26年12月31日

令和３年度 令和 3年12月29日

平成30年度 平成30年12月27日

令和元年度 令和元年12月27日

令和２年度 令和 2年12月20日
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③船舶製造・修理業，舶用機関製造業最低賃金

日額(円） 時間額(円） 日額(円) 時間額(円) 日額（％） 時間額（％）

5,650 707 134 17 2.43 2.46

5,763 721 113 14 2.00 1.98

5,817 728 54 7 0.94 0.97

5,870 734 53 6 0.91 0.82

5,910 739 40 5 0.68 0.68

5,918 739 8 0 0.14 0.00

－ 740 － 1 － 0.14

－ 741 － 1 － 0.14

－ 744 － 3 － 0.40

－ 748 － 4 － 0.54

－ 759 － 11 － 1.47

－ 770 － 11 － 1.45

－ 774 － 4 － 0.52

－ 783 － 9 － 1.16

－ 788 － 5 － 0.64

－ 791 － 3 － 0.38

－ 800 － 9 － 1.14

－ 810 － 10 － 1.25

－ 821 － 11 － 1.36

－ 832 － 11 － 1.34

－ 846 － 14 － 1.68

－ 861 － 15 － 1.77

－ 875 － 14 － 1.63

※令和２年度以降の改定はありませんでした。

○　長崎県の最低賃金

年    度
最低賃金額 引　上　げ　額 引　上　げ　率

効力発生の日

平成12年度 平成12年12月30日

平成13年度 平成13年12月29日

平成14年度 平成14年12月29日

平成９年度 平成 9年12月18日

平成10年度 平成10年12月13日

平成11年度 平成11年12月18日

平成18年度 平成18年12月22日

平成19年度 平成19年12月29日

平成20年度 平成20年12月26日

平成15年度 平成15年12月20日

平成16年度 平成16年12月26日

平成17年度 平成17年12月25日

平成24年度 平成25年 1月 4日

平成25年度 平成26年 1月16日

平成26年度 平成26年12月31日

平成21年度 平成21年12月30日

平成22年度 平成23年 1月 5日

平成23年度 平成24年 1月 7日

平成30年度 平成30年12月14日

令和元年度 令和元年11月29日

平成27年度 平成27年12月18日

平成28年度 平成28年12月28日

平成29年度 平成29年12月15日

長崎県最低賃金
１時間　1,031円

効力発生日　令和７年12月１日

　長崎県の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等
を含む)とその使用者に適用されます。

 はん用機械器具、 生産用機械器具製造業

 電子部品・デバイス・ 電子回路、電気機械器具、
 情報通信機械器具製造業

 船舶製造・修理業，舶用機関製造業

※１　最低賃金には次の手当は算入されません。
　　　精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当等割増賃金、賞与、臨時の賃金

　令和７年度の特定（産業別）最低賃金額は、改正されません
でしたので、令和７年12月１日から全産業に地域別最低賃金
額1,031円が適用されます。

特
定
最
低
賃
金
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